
 
 
 
 

 

物価高騰により圧迫している住民生活への支援及び町内の地域経済活性化を図

るため「下仁田町物価高騰対応商品券」を発行することになりました。住民１人

15,000 円分の商品券を配布いたします。商品券の内訳は、小規模店舗（飲食店含

む）専用券 10,000 円分、共通券 5,000 円分とします。これに伴い商品券が利用でき

る取扱店を募集します。 

　参 加 資 格　　・下仁田町内にある以下の条件を満たす小売業・飲食業・サービス業者等 

・下仁田町町内の店舗及び事業所　（リフォーム、電気工事等含む） 

・商品券の持参者に額面記載の金額に相当する物品の販売や役務の提供を行

うことが可能な店舗及び事業所 

・趣旨に反する行為（直接換金）を行わない事業所 

　商品券郵送　　下仁田町役場から各世帯へ商品券郵送 

　使 用 期 間　　令和８年４月１日（水）～令和８年７月３１日（金） 

　費 用 負 担　　　無　料 

　換金予定場所　・群馬銀行下仁田支店　　　　　　　 ・しののめ信用金庫下仁田支店 

 　 ・群馬県信用組合下仁田支店　　　・JA 甘楽富岡下仁田支所・西牧出張所 

　換 金 期 間　　令和８年４月６日（月）～令和８年８月５日（水）まで　（月２回換金） 

　参 加 申 込　　令和８年１月２０日（火）まで 

・新規申込…様式１「登録申請書」にご記入の上ご提出ください。 

・継続登録…昨年、同事業にご協力いただいた事業者の方は、再度申込の 

必要はありません。登録内容に変更等必要な場合は、様式２「変更届出書」 

をご提出ください。 

　申込・問合せ先　　下仁田町役場　商工観光課 

　　　　　　　　　　　ＴＥＬ：0274-64-8805　ＦＡＸ：0274-82-5766

 

 


